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下水道使用料 7,258,475,223 ○

事業活動に伴うごみ処理手数料 1,082,396,990 ○

自転車等駐車場使用料 380,885,571 ○

放課後ルーム児童育成料 369,448,724

公営住宅使用料 340,403,443 ○

戸籍住民基本台帳等事務手数料 219,187,500

高等学校授業料 143,906,400 ○

粗大ごみ処理手数料 130,755,350 ○

霊園管理料 116,822,080

公民館使用料 87,834,481

身体障害者福祉作業所太陽使用料 85,862,170 ○

自転車等駐車場整理料 64,195,315 ○

船橋駅南口地下駐車場使用料 57,506,307 ○

霊園使用料 52,650,000

税務手数料 49,982,750

こども発達相談センター使用料 27,879,315

市民文化ホール使用料 25,576,303

し尿収集手数料 25,040,068 ○

簡易マザーズホーム使用料 24,167,734 ○

看護専門学校授業料 23,280,000 ○

細節名称

収
入
済
額

（
平
成
２
８
年
度
決
算
額

）

使用料 手数料

「基本的考え方」の適用対象外

1 / 4 ページ

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
【資料２】



「使用料・手数料の算定の基本的な考え方」の対象とする使用料・手数料一覧
（単位：円）

法
令
等
で
使
用
料
の
算
定
方
法
等
が
定
め
ら

れ
て
い
る
施
設
及
び
法
令
等
で
使
用
料
等
が

無
料
ま
た
は
低
額
と
さ
れ
て
い
る
施
設

県
内
の
他
市
等
と
同
じ
算
定
方
法
等
が
適
用

さ
れ
る
施
設

原
価
に
よ
り
使
用
料
を
算
定
す
る
こ
と
が
適

当
で
な
い
施
設

法
令
等
で
基
準
額
を
定
め
て
い
る
も
の

県
内
の
他
市
等
と
の
協
議
等
に
よ
り
金
額
を

定
め
て
い
る
も
の

原
価
に
よ
り
手
数
料
を
算
定
す
る
こ
と
が
適

当
で
な
い
も
の

細節名称

収
入
済
額

（
平
成
２
８
年
度
決
算
額

）

使用料 手数料

「基本的考え方」の適用対象外

行政財産目的外使用料 20,158,394

共同施設使用料 20,054,150

運動公園使用料 19,133,130

飲食店営業許可等手数料 18,134,500

法典公園使用料 15,947,170

市民文化創造館使用料 15,926,967

浄化槽汚泥処理手数料 14,729,288

狂犬病予防注射済票交付手数料 11,386,920

自転車等移送保管料 7,522,200 ○

保健所使用料 6,768,210

犬の登録手数料 5,660,400

霊堂使用料 5,376,480

少年自然の家使用料 4,242,410

医薬品販売業許可申請等手数料 3,660,400

リハビリテーション病院診断書等交付手数料 3,500,820

市民センタ－使用料 2,793,260

北習志野近隣公園使用料 2,536,970

高等学校入学料 2,293,900 ○

プラネタリウム観覧料 2,080,410

高等学校入学検査料 1,764,400 ○
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動物死体処理手数料 1,601,640

看護専門学校入学料 1,440,000 ○

高瀬下水処理場上部運動広場使用料 1,306,520

第一種動物取扱業登録申請等手数料 1,220,000

視聴覚センター使用料 1,209,965

看護専門学校入学検定料 1,170,000 ○

高根木戸近隣公園使用料 1,151,040

美容所検査手数料 1,139,000

学校運動場夜間照明灯使用料 1,088,550

若松公園使用料 968,460

青少年会館使用料 966,070

診療所開設許可等手数料 844,000

男女共同参画センター使用料 552,740

公園使用料 393,120

飛ノ台史跡公園博物館使用料 375,500

毒物劇物販売業登録等手数料 342,400

行田運動広場使用料 286,420

犬・猫の引取り等手数料 280,180

霊園許可証書替手数料 256,600

建築物管理事業登録手数料 255,000
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クリ－ニング所検査手数料 238,000

旅館業許可等申請手数料 161,000

リハビリセンター診断書等交付手数料 150,660

理容所検査手数料 119,000

看護専門学校再試験料 104,500 ○

高等学校証明書交付手数料 88,800

看護専門学校証明書交付手数料 57,800

化製場設置許可申請等手数料 50,000

浴場業許可申請手数料 46,000

特定動物飼養・保管許可申請等手数料 29,000

ふぐ営業認証申請等手数料 24,000

都市計画証明手数料 21,000

霊堂許可証書替手数料 10,400

※収入済額は還付未済額を含む。
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